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機関における救急医療の提供までの一連の行為を迅速かつ適切に実施す

ることの重要性が増しているところである。 

今回の消防法の改正は、地域における現状の医療資源を前提に、消防機

関と医療機関の連携体制を強化し、受入医療機関の選定困難事案の発生を

なくすとともに、医学的観点から質の高い、傷病者の状況に応じた適切な

搬送及び受入体制を構築することを目指すものである。 

なお、選定困難事案の解決を主な目的として、今般の消防法改正が行わ

れたことは事実であるが、仮に、医療資源が充足しており、選定困難事案

が発生していなかったとしても、傷病者の救命率の向上等のため、地域の

実情を踏まえ傷病者の状況に応じた、より適切な傷病者の搬送及び受入れ

を実現していくことは極めて重要な課題である。関係者はこのことを十分

認識した上で、適切な者に適切に医療資源が配分されるよう、傷病者の搬

送及び受入体制の構築に取り組むことが重要である。 

 

（２）改正の内容 

今回の消防法改正により、各都道府県に、消防機関や医療機関等が参画

する協議会を設置するとともに、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する

ルール（実施基準）を策定することが義務づけられた。 

実施基準においては、傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われ

るように分類された医療機関のリスト、救急隊による観察基準、搬送先医

療機関が速やかに決定しない場合に受入医療機関を確保するためのルー

ル等を定めることとなるが、併せて、協議会において実施基準に基づく傷

病者の搬送及び受入れの実施状況を調査・分析し、その結果を実施基準の

見直しに反映させることとされた。 

これは、実施基準を有効に機能させるためには、いわゆるＰＤＣＡサイ

クル（plan-do-check-act cycle）の活用による実施基準の策定と評価及び

見直しが重要であるという認識によるものであり、消防機関と医療機関が

それぞれ保有する客観的なデータを調査・分析することが前提となる。 
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また、都道府県が定めた実施基準は、公表することとされており、傷病

者の状況に応じた適切な医療の提供が行われるよう分類された医療機関

のリストをはじめ、円滑な救急搬送がどのようなルールに基づき確保され

ていくのかを明らかにすることとされている。 

こうした実施基準の公表は、傷病者の搬送及び受入れに携わる関係者に

とって、共通認識を明確なものとするために重要である一方、住民にとっ

ても、地域における搬送及び受入れがどのように運営されているのかにつ

いての情報が提供されるという意味で重要であると考えられる。 

現在、救急医療に関しては、住民に対し、救急車や医療機関の不要不急

の利用を避け、救急相談サービスを利用するなどの呼びかけが行われてい

るが、こうした搬送及び受入れシステムの現状に関する正確な情報を提供

することにより、住民の理解がより一層深まることが期待されるところで

あり、その方法を常に見直しながら、より適切なものとしていくことが必

要である。 

他方で、実際に実施基準を運用する際の曜日毎の対応医療機関名等の情

報の公表については、例えば、地域において手術治療を行う役割を担って

いる医療機関にウォークインでの外来患者が殺到し、手術対応が困難にな

るなど、住民の受診行動によって医療機関の機能が麻痺する恐れがある等

の懸念から、慎重に対応する必要があるとの指摘もあり、各都道府県にお

いて地域の実情に即して適切に対応することが望まれる。 

また、協議会は、実施基準の実施状況を踏まえ、都道府県知事に対し傷

病者の搬送及び受入れの実施に関し必要な事項について意見具申できる

こととされており、例えば、協議会での検討の過程で医療提供体制そのも

のの充実強化の必要がある等の認識が得られた場合は、その旨、都道府県

知事に対し、意見を述べることが出来るとされている。 

  



5 

 

消防法改正（１）：協議会について

○ 構成メンバー

・ 消防機関の職員

・ 医療機関の管理者又はその指定する医師
（救命救急センター長など）

・ 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者

・ 都道府県の職員

・ 学識経験者等（都道府県が必要と認める者）

○ 役割

・ 傷病者の搬送及び受入れの実施基準に関する
協議

・ 実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの
実施に関する連絡調整（調査・分析など）

協議会

都道府県知事

関係行政機関

意見具申

協力要請

・ 実施基準
・ 搬送・受入れの実施

に関し必要な事項

・ 資料提供
・ 意見表明

都道府県に設置

 

総務大臣
厚生労働大臣

情報提供
等の援助

搬送に当たり、
実施基準を遵守

消防機関

受入れに当たり、
実施基準の尊重に努める

医療機関

都道府県が策定・公表

① 傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われるよ
うに分類された医療機関のリスト

② 消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中から
搬送先医療機関を選定するためのルール

③ 消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達する
ためのルール

④ 搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において
傷病者を受け入れる医療機関を確保するために、消防
機関と医療機関との間で合意を形成するためのルール

等

※都道府県の全区域又は医療提供体制の状況を考慮した区域ごとに定める。

消防法改正（２）：実施基準（ルール）について

・医学的知見
に基づく

・医療計画と
の調和

協議会

基準策定時
に意見聴取

実施基準（ルール）
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２ 傷病者の搬送及び受入れの実施基準について 

 

  都道府県は、消防機関や医療機関等が参画する協議会における協議を経て、

消防法第３５条の５第２項各号に規定する傷病者の搬送及び受入れの実施

基準を策定することとなる。 

実施基準の策定は、傷病者の搬送及び受入れについて、現状の医療資源等

を活用し、消防機関及び医療機関等が共通認識の下で、当該都道府県におけ

る対応方策を決定していくことを意味するものである。 

従来、救急隊は、傷病者を観察し、適切な診療科に当てはめることにより

受入医療機関を選定してきたが、救急隊はエックス線撮影やエコ－検査、血

液検査等を現場で実施できるわけではないことから、診療科に応じて傷病者

を当てはめるのではなく、傷病者の症状等に応じて対応出来る医療機関をあ

らかじめ整理しておくことが、適切な傷病者の搬送及び受入れを実施してい

く上で重要である。このため、実施基準においては、各都道府県において、

傷病者の症状等に基づく分類基準を策定し、分類された区分に応じた医療機

関名を明らかにすることとしており、その上で、当該医療機関に傷病者が適

切に搬送されるよう、救急隊の観察や伝達の基準について定めることとなっ

ている。 

また、これらの基準に基づき、受入医療機関が速やかに決まることが望ま

れるが、一方で、これらの対応によってもなお、受入医療機関の選定に時間

を要し、医療機関への照会回数が多くなる事案が発生することも想定される

ところである。このため、受入医療機関が速やかに決まらない場合の医療機

関の確保方策についても、関係者間で協議し、都道府県が実施基準として策

定することとなっている（実施基準概念図Ｐ３５参照）。 

なお、実施基準は、都道府県全体を一つの区域として定めるほか、医療を

提供する体制の状況を考慮して、都道府県の区域を分けて定める区域ごとに

定めることもできるものである。 
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優先度

生命に影響を及
ぼすような緊急
性が高いもの

緊急性

専門性が高いも
の

専門性

搬送に時間を要
している等、特
殊な対応が必要
なもの

特殊性

以下、消防法第３５条の５第２項各号について整理する。 

 

 

 

 

 

１ 総論 

第１号の基準（分類基準）は、傷病者の状況に応じた適切な医療の提供を

行うために、医療機関を分類する基準を定めるものである。 

  救急搬送は、その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危

険な状態にある傷病者等を搬送するものであることから、分類基準は、当該

傷病者の生命の危機の回避や後遺症の軽減などが図られるよう定められる

必要があり、優先度の高い順に緊急性、専門性及び特殊性の３つの観点から

策定される必要がある。 

 

（１）緊急性 

生命に影響を及ぼすような、緊急性が高いもの。 
 

（２）専門性 

専門性が高いもの。 
 

（３）特殊性 

搬送に時間を要している等、特殊な対応が必要なもの。 

 

 

 

 

 

  

第１号（分類基準） 

傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療の提供が行われることを確

保するために医療機関を分類する基準 
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・・・
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【
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外傷

○ 緊急性

・・・

・・・

  なお、各地域で救急搬送について問題となっている点について協議会とし

て認識（調査・分析）し、その認識に基づきどの症状等について分類基準を

策定することが必要かを協議会で決定することが重要である。 

そのためには、消防法第３５条の８第１項に規定する協議会の役割である

「実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調

整」の一環として、傷病者の搬送及び受入れの実施状況について調査・分析

を行い、その結果に応じて分類基準を策定することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の基準は例示であり、分類基準をどう策定するかは地域の実情に応じて決

定されるものである。  
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２ 具体的内容 

 以下、各項目について具体的な内容を例示するが、例示した事項はあくま

で各地域で分類基準を策定する際の参考例となるものである。したがって、

どの事項を採用するかは地域の実情に応じて決定されるべきものであり、全

ての事項について分類基準を策定しなければならないというものではない。 

   

 

（１）緊急性 

生命に影響を及ぼすような、緊急性が高いもの。 

 

（ア） 重 篤  

   特に重症度・緊急度が高く、生命への影響が極めて大きいもの。 

緊急的に対応できる体制を構築しておくため、 重 篤 を分類基準

として設定することが適当であると考えられる。医療資源を特に投入

できる救命救急センター等の医療機関に、直ちに搬送する必要がある

傷病者の症状等が想定される。 

 

  ・ 重篤感あり 

  ・ 心肺機能停止 

  ・ 容態の急速な悪化・変動   

等 

 

  


